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神奈川県特別養護老人ホーム入退所指針 

１ 目的 

この指針は、特別養護老人ホーム（以下「施設」という。）への入所申込みが増加し

ている中で、入所希望者の数が入所定員から入所者の数を差し引いた数を超えている場

合には、施設のサービスを受ける必要性が高い入所希望者が優先的に入所できるように

するという観点から、入退所に関する手続き及び基準を明示することにより、入退所に

おける透明性及び公平性を確保するとともに、介護保険制度の趣旨に即した施設サービ

スの円滑な実施に資することを目的とします。 

 

２ 入所申込み及び入退所決定の手続き 

(１) 特別養護老人ホームの入所対象者 

平成27年４月１日以降の施設への入所は、要介護３から要介護５までの方のほか、

居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があること

による要介護１又は要介護２の方の特例的な施設への入所（以下「特例入所」という。）

に限られます。特例入所の要件に該当することの判定に際しては、次の事情（①～④）

を考慮することとします。 

（考慮事項） 

① 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通の困

難さが頻繁に見られること 

② 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行動や意思疎通

の困難さ等が頻繁に見られること 

③ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心の確保が困難

であること 

④ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等による支援が期待

できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給が不十分であること。 

 

(２) 入所申込みの方法 

施設への入所申込みは、座間苑で定める入所申込書により行います。入所希望者が

要介護１又は要介護２であって特例入所を希望する場合には、施設は、居宅において

日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由について、その理由など

の必要な情報を入所申込書に記載するよう求めます。なお、優先的な入所を判定する

際に勘案する項目を盛り込んだ入所申込書を（様式１）のとおり定め、各施設はこれ

に準じて入所申込書を作成することとします。 

 

(３) 入所申込みの受付 

① 受付、説明 

施設は、入所申込書を受け付ける際に、原則として入所希望者及び家族等と面接を

行い、必要に応じて健康診断書の提出を求める※など心身の状況や病歴等の把握に努

めるとともに、特例入所の要件の判定に係る考慮事項や入所優先順位の評価基準に係

る勘案事項に関する個別事情を確認します。また、特例入所の要件や入所順位の決定

方法等について説明を行い、入所申込書の「説明確認欄」に署名を受けることとしま

す。なお、入院治療の必要がある場合など、自ら適切な施設サービスを提供すること

が困難な場合は、その理由を入所希望者及び家族等に対して十分に説明し、理解を得

るとともに、病院・診療所、介護老人保健施設等を紹介するなどの措置を講じます。

※ 健康診断書は、実際に入所を判断する段階で求めることが適当です。 



② 受付簿の管理 

施設は、入所申込書を受け付けた場合は、受付簿にその内容を記載して、５年間は

これを管理します。また、入所や辞退等の事由が生じた場合は、その内容を記録する

ことにより、入所申込書の取扱いの経緯を明らかにするとともに、特例入所の対象者

及び要介護３以上の者であって、受付後２年を超えるもの又は要介護認定の有効期間

を経過した者（入所の優先順位が低く、当分の間、入所決定に至らないと考えられる

者を除く。）については、入所の必要性を再確認し、常に、入所待機者の状況を把握

します。 

 

(４) 入所判定対象者名簿の作成 

① 入所判定対象者名簿 

施設は、入所希望者のうち入所判定の対象となる者の名簿を作成し、(５)で決定し

た入所の優先順位を記載します。入所判定の対象となる者は、要介護３から要介護５

までの要介護者と、②により特例入所の要件に該当すると判定した要介護１又は要介

護２の要介護者です。 

 

②特例入所の要件の判定 

特例入所は、入所希望者について、その心身の状況、その置かれている環境その他

の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得

ない事由があると認められることが必要です。施設は、要介護１又は要介護２の入所

希望者ごとに、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない

事由があることに関し、(１)に定める考慮事項を考慮し、特例入所の要件に該当する

かどうかを判定します。 

 

③ 保険者市町村への報告 

施設は、特例入所の要件に該当すると判定した入所希望者について、月ごと、保険

者市町村ごとに特例入所対象者報告書（様式３）を作成して、各保険者市町村に送付

します。特例入所対象者報告書には、「居宅において日常生活を営むことが困難なこ

とについてやむを得ない事由」の有無に係る施設における検討結果を記載した書面を

添付します。 

 

④ 保険者市町村への意見の求め 

施設は、②の特例入所の要件の判定を行うに当たり、必要に応じて、特例入所の要

件に該当すると考えられる入所希望者について、当該入所希望者の介護保険の保険者

である市町村（特別区を含む。以下「保険者市町村」という。）に意見依頼書（様式

４）を送付して意見を求めます。また、施設は、特に必要がある場合に限り、特例入

所の要件に該当しないと考えられる入所希望者について、保険者市町村に意見依頼書

を送付して意見を求めます。意見依頼書には、「居宅において日常生活を営むことが

困難なことについてやむを得ない事由」の有無に係る施設における検討内容を記載し

た書面を添付します。これに対して、保険者市町村から意見の表明があった場合には、

施設は、その内容を踏まえて特例入所の要件に該当するかどうかを判定します。なお、

意見依頼書は、緊急の必要性がある場合を除き、保険者市町村ごとにとりまとめた上

で毎月末までに送付することとします。 

 

 



⑤ 入所判定対象者名簿の管理 

施設は、(３)②の受付簿による入所の必要性の再確認にあわせて、入所判定対象者

名簿に記載された要介護１又は要介護２の者について特例入所の要件の再確認を行い、

心身の状態や環境の変化等により特例入所の要件に該当しなくなった者は入所判定対

象者名簿から削除します。また、更新認定等により要介護３以上から要介護１又は要

介護２への変更があった者については、特例入所の要件の判定を行い、要件に該当し

ない者は入所判定対象者名簿から削除する他、申込者から心身の状態や環境の変化等

についての申出があり、要介護１又は要介護２の者について改めて特例入所の要件の

判定を行った結果、新たに特例入所の要件に該当すると判定した者は入所判定対象者

名簿に追加し、特例入所の要件に該当しなくなった者は入所判定対象者名簿から削除

します。なお、再確認等により特例入所の要件に該当しなくなった者や新たに特例入

所の要件に該当すると判定した者についても、③の特例入所対象者報告書に記載して、

各保険者市町村に送付します。 

 

(５) 入退所決定の手続き 

各施設は、入退所の決定に係る事務を処理するため、入退所検討委員会（以下「委

員会」という。）を設置します。委員会の設置・運営は、次の要領で行います。 

 

① 委員構成 

委員会の委員は、施設長、介護支援専門員、生活相談員、介護職員、看護職員、栄

養士及び施設関係者以外の第三者（市町村職員や利用者の家族など）等で構成します。 

 

② 開催 

委員会は、施設長が招集し、原則として毎月１回以上開催します。 

 

③ 所掌事務 

委員会は、３及び４の基準に基づいて合議により入所の決定及び退所の検討を行い

ます。入所については、各施設において標準入所希望者調査票（様式２）に準じた調

査票により入所の必要性を評価して入所の優先順位を決定し、これに基づいて入所の

決定を行います。なお、災害、事故その他のやむを得ない事由により委員会を開催す

ることが困難な場合には、３の基準に基づいて、施設長の判断により入所を決定する

ことができます。この場合にあっては、後日開催する委員会において承認を求めるこ

ととします。 

 

④ 保険者市町村への意見の求め 

委員会は、特例入所の要件に該当する入所希望者の入所の必要性を評価するに当た

っては、必要に応じて、当該入所希望者の保険者市町村に意見を求めます。 

 

(６) その他 

① 守秘義務 

施設の職員及び委員会の委員は、業務上知り得た入所希望者やその家族等に関する

個人情報を漏らしません。また、施設を退職した後及び委員を退任した後も同様とし

ます。 

 

 



② 説明責任者等の設置 

施設は、入所希望者や家族等から入退所の決定等に関する説明を求められた場合に

適切に対応できるよう、責任者あるいは窓口を設置することとします。 

 

③ 記録の作成及び保管 

施設は、委員会を開催する都度、協議の経過、判断の理由、決定の内容等を記録し、

２年間保存するとともに、市町村又は県から求めがあった場合には、これを提出する

ものとします。また、特例入所の要件の判定に係る記録及び保険者市町村の意見につ

いても同様とします。 

 

３ 入所を決定する基準 

委員会は、次の基準に基づき、入所判定の対象となる者について入所の優先順位を

決定します。 

 

(１) 入所優先順位の評価基準 

委員会は、次の勘案項目について、それぞれ別表により点数化し、合計点数の高い

順に入所の優先順位を決定します。 

（勘案項目） 

① 要介護度   ② 介護者の状況   ③ 特記事項 

認知症状による顕著な問題行動、医療的処置の状況、住居環境、介護保険による居

宅サービスや施設サービスの利用状況、地域性、入所待機期間等において、特に施設

入所を考慮すべき状況が認められる場合は、委員会の判断により勘案します。なお、

①～③の合計点数が同じ者については、年齢を重視し、年齢の高い順に優先順位を決

定します。注 「地域性」とは、地域や家庭との結び付きを重視した施設運営を図るた

め、施設が所在する市町村若しくは近隣市町村に居住している者又は家族等が居住し

ている者を優先することをいいます。 

 

(２) 特別な事由による優先入所 

(１)により決定した優先順位にかかわらず、次の場合には、委員会の判断により優

先入所を決定することができます。 

 

① 市町村から入所依頼があった場合 

市町村から、老人福祉法第11条第１項第２号の規定に基づく措置入所依頼があった

場合、又は家庭等における虐待、事故の発生等の事情により、市町村が緊急性を認め、

入所依頼があった場合は優先することができます。 

 

② 長期入院後に再入所する場合 

入所者が入院治療の必要が生じて病院に入院し、概ね３か月以内に退院することが

明らかに見込まれるときは、退院後に円滑に入所できるように計画的にベッドを確保

するとともに、入院が３か月を超えた場合についても、在宅生活が困難と認められる

など、状況に応じて再入所を優先することができます。 

 

③ 緊急性等が認められる場合 

入所希望者や介護者の心身の状況が急に悪化するなど、直ちに施設入所を必要とす

ると認められる場合は優先することができます。 



④ 退所後に再入所する場合 

入所者が退所後に、心身の状況が急に悪化し、退所前と変わらない状況であると認

められる場合は、再入所を優先することができます。 

 

(３) 施設の状況による入所決定の調整 

委員会は、原則として(１)で決定した優先順位に基づき入所を決定しますが、適切

な施設サービスの提供を確保するため、次のとおり入所者の決定を調整することがで

きます。なお、調整を行う場合には、調整が必要な理由及び調整の内容を記録します。 

 

① 性別・認知症等の症状 

多床室で男女混合となることを避けたり、入所者の障害や症状等の態様に応じたサ

ービス提供を行うなどの目的で、性別や認知症等の症状などに応じて、入所者の決定

を調整することがあります。 

 

② 医療ニーズ 

胃ろうによる栄養管理、たんの吸引等の医療的処置が必要な場合は、看護職員の勤

務体制や設備の状況に応じて、入所者の決定を調整することがあります。 

 

③ 在宅・入所相互利用 

在宅生活を継続する観点から複数人があらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて計

画的な施設利用を行う在宅・入所相互利用（ホームシェアリング）を行おうとする場

合に、定期的・継続的な入所を実施する観点から、入所者の決定を調整することがあ

ります。 

 

(４) 入所辞退の取扱い 

入所希望者の都合により入所辞退があった場合は、一時的に入所決定を繰り下げる

取扱いとし、その順位付けについては、辞退の理由等を考慮して各施設が判断するこ

ととします。 

 

４ 退所を検討する基準 

施設は、次に掲げる入所者の心身の状況や退所後に置かれる環境等を十分に検討し

た上で退所を決定し、また、必要な援助を行います。 

 

(１) 退所基準 

① 要介護認定において、自立若しくは要支援１又は要支援２と認定された場合 

 

② 要介護認定において、要介護１又は要介護２と認定され、かつ特例入所の要件に該

当しない場合 

 

③ 要介護１又は要介護２であって特例入所の要件に該当しなくなった場合 

 

④ 要介護状態等の改善が認められ、かつ次の要件を満たす場合 

ア 入所者及び家族等が退所を希望している場合 

イ 家庭等における介護環境及び地域における居宅サービスの提供体制等が、十分整 

っていると認められる場合 



 

⑤ ３か月を超える長期にわたる入院加療が必要となった場合 

 

⑥ 感染力の強い感染症に羅患するなど、医学的管理の必要性が増大し、施設での介護 

や集団生活が困難と認められる場合 

※ ②及び③は平成27年３月31日までに入所した入所者には適用しません。 

 

(２) 入所者の特例入所の要件の判定 

施設は、更新認定等により要介護３以上から要介護１又は要介護２への変更があっ

た入所者について、特例入所の要件の判定を行います。また、特例入所している入所

者について、特例入所を必要とする事由が解消したと考えられる場合には、特例入所

の要件の再確認を行います。特例入所の要件の判定は、２(４)②及び④に準じて行い、

要介護３以上から要介護１又は要介護２への変更があった入所者のうち新たに特例入

所の要件に該当すると判定した者や再確認により特例入所の要件に該当しなくなった

入所者については、２(４)③の特例入所対象者報告書に記載して、各保険者市町村に

送付します。 

 

(３) 退所に関しての留意事項 

① ＡＤＬや認知症等の各種調査 

施設において、ＡＤＬや認知症等の各種調査を定期的に実施するとともに、その記

録を適切に管理・保存することにより、入所者の心身の変化の状況を正確に把握しま

す。 

 

② 入所者や家族等の意向確認 

入所者や家族等の意向を十分に尊重し、安易に施設側の理由により退所を促すこと

のないよう留意します。 

 

③ 退所の判断 

退所の判断に際しては、入所者の心身の機能や健康状態の安定性を検証するととも

に、退所後の在宅における介護力や介護環境、あるいは地域における居宅サービスの

提供体制等を十分に確認します。 

 

④ 退所に向けた支援 

円滑な退所に向けて、事前に介護者に対して必要な介護技術の指導を行うとともに、

入所者及び介護者等への精神的ケアを行います。また、退所者がケアハウス（軽費老

人ホーム）や認知症高齢者グループホーム等への入居を希望する場合は、施設の選定

や経済的負担等に関する適切な助言を行います。 

 

⑤ 退所後の支援 

退所に際しては、入所者又は家族等の同意を得た上で、居住地の地域包括支援セン

ター等に必要な情報提供を行うとともに、その他保健医療サービス又は福祉サービス

を提供する者との密接な連携に努めることにより、退所者に対する適切なフォローを

行います。 

 

 



５ 市町村の関与 

市町村は、「指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について」（平成26年12

月12日老高発1212第１号厚生労働省老健局高齢者支援課長通知）において、特例入所

の運用については市町村による適切な関与が求められるとされ、また、特例入所が認

められる場合には施設と保険者市町村との間で情報の共有等を行うこととされている

趣旨を踏まえ、入所決定に係る施設からの報告、意見の求めについては、次のとおり

取り扱うこととします。 

 

(１) 特例入所対象者の報告 

市町村は、施設から２(４)③、⑤及び４(２)による報告があった場合には、被保険者

台帳等に記録するなどの方法により、当該情報を適切に管理する。 

 

(２) 特例入所の要件に係る意見表明 

市町村は、施設から２(４)④により意見を求められた場合には、地域の居宅サービ

スや生活支援などの提供体制に関する状況や担当の介護支援専門員からの居宅におけ

る生活の困難度の聴取の内容なども踏まえて、意見を表明する。 

 

(３) 入所の必要性の評価に係る意見 

市町村は、施設から２(５)④により意見を求められた場合には、意見を表明する。 

 

６ その他 

(１) 市町村・関係団体の作成する入退所指針との関係市町村及び関係団体が各市町村に

所在する施設を対象として策定した指針の内容が、本指針の趣旨に即したものであ

り、優先的な入所の取扱いについて透明性及び公平性が確保されるものであると認

められるときは、この指針は、当該市町村に所在する施設については適用しません。 

 

(２) 入退所指針の見直し 

本指針は、２年ごとに見直すこととし、また、その間に見直す必要が生じた場合は、

随時、見直すこととしますが、見直す場合は神奈川県、市町村及び一般社団法人神奈

川県高齢者福祉施設協議会の三者で協議します。 

 

(３) 入退所指針の適用時期 

本指針は、平成27年３月１日から適用します。 

ただし、入所決定に係る事項については、平成27年４月１日以降の入所 

者を対象とすることとし、平成27年３月31日以前の入所者については従前の例により

ます。 


